












要約:

1)人口約 100 万人の 3 次医療圏を 1 つの周産期医療圏とし、中核となるセンター(総合周

産期母子医療センター)を整備することが必要である。センターには母児の重症な異常に

対応できる産科および新生児医療の要員と他の関連科が確保されていることが必要である。

2)地域の周産期医療システムを確立するためには、中核となるセンター施設のみでなく、 2

次診療圏毎に地域周産期医療センターを整備することが必要である。地域母子医療センタ

ーには、産科と小児料の当直体制を維持できるだけの要員が必要である。

3)センターには周産期情報の把握、伝達のための機能と、研修や教育の機能が必要である。

4)周産期医療施設の全国調査の結果、周産期医療システムの整備を検討しいる地域は多く、

中心となるセンターの要員や設備機材の整備が援助されれば、地域全体の周産期医療水準

の向上が期待される状態にあった。


